
記載例　特区

市区町村 町名・番地
担当者連絡先
（担当者名）

担当者連絡先
(電話番号)

担当者連絡先
（ＦＡＸ番号）

担当者連絡先
(e-mailｱﾄﾞﾚｽ)

　　※　同一提案主体が複数の提案を行う場合は、必ず全ての提案を同一ファイル内の同一シートにまとめて記載して下さい（適宜、行を追加して下さい。）。

　　※　過去の募集において提出された提案について、再度提案を行う際には、実現可能性を高めるためにも、これまでの関係省庁からの回答を踏まえた内容の提案をお寄せ下さい。

　　※　関係省庁等への苦情、単に税財源措置の優遇を求めるものは、募集の対象となりません。該当するものが提出された場合には、受付をお断りさせていただくこともあります。

添付資料①：コス
ト削減効果の算
定根拠
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特区　太郎

輸入自動車の輸送コストの削減を図ること等により、国際
的に通用する港の構築を目指す。
　具体的には、自動車専用船から自動車を陸揚げし、公
道を通過し自社の整備工場に回送する場合に、現行法で
必要な仮ナンバーについて、大量かつ定型的であり、地
域と事業者が限定されていることから、仮ナンバーを廃止
するかもしくは簡素化する。簡素化する場合にあっては、
現行の車体への取り付け式から、ビニール製のもの等を
貼付するなど簡易なものとする。それにより、取り付け時
間の短縮が図れコストの削減につながる。

提案理由：
　Ｄ港では、自動車の陸揚げ数が膨大な数に上り、現行
法では仮ナンバーが必要なため、その取り付けにかかる
コストも甚大なものがある。また、現行の仮ナンバーは車
体へ取り付ける必要があるため、販売前の車両に傷がつ
くおそれもある。そこで、本特例措置により、膨大な数の
車両へのナンバー取り付けにかかる時間については、月
間で約７００時間の大幅な短縮が見込め、コスト削減につ
ながる。また、車両へ傷がつく懸念も解消される。

代替措置：
　対象となる企業が限定され、かつ走行範囲も限られて
いることから、道路運送車両法に基づく正式の仮ナン
バーでなくとも簡易な方法を講ずることは可能である。た
とえば、ビニール製のものなど、簡易なものを掲示するこ
とにより、正式な仮ナンバーと同等の安全確保が図れる
と考える。

根拠法令等

道路運送車両法第
３４条、第３５条

国土交通省 03 産業活性化関連 Ｂ株式会社 g 民間企業  Ａ県

公開「否」の理
由

その他
(特記事項)

制度の所管・関係官庁 公開の可否提案分野 提案主体名
提案主体
分類コード

都道府県 都道府県コード

提　案　者　連　絡　先 ※非公開情報
提案事項管

理番号

※事務局入
力欄

要望事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由 プロジェクト名

以下の点に留意して、提案する措置を活用して実施しよう
とする事業の概要と提案理由を700字以内で記載して下
さい。（700字を超える場合は、別様に記載のうえ添付し、
「その他（特記事項）」欄に『別紙 事業内容書あり』等と記
載して下さい。また、本欄には700字以内で全体概要を記
載して下さい。）
①どのような経済的社会的効果を想定しているのか、可
能な限り定量的に示すこと。
②事業の区域として想定している地域の特性を明確にす
ること。
③現状の規制の問題点、規制の特例を創設しなければ
事業の実施ができないとする根拠(必要性)を明確にする
こと。
④これまでに事業の実施を断念した事例があるなど、提
案に至った経緯を明確にすること。
⑤既に認められている規制の特例事項等の拡充につい
ては、現行の特例等では不十分であるとする理由を明確
にすること。
⑥これまで提案が認められなかった事項については、関
係省庁の懸念に対する具体的な解決方法や具体的な効
果等を明確にすること。
⑦特例の適用にあたって、何らかの弊害が発生する可能
性がある場合は、弊害発生防止の措置（代替措置）の内
容、責任主体等を明確にすること。

複数の規制に対し
特例措置を設け、
それらを組み合わ
せて実現したい場
合には、該当の項
目に同じプロジェク
ト名を記載して下さ
い。

【
記
載
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項

】

具体的事業を実現
するために必要な
措置の事項名を記
載して下さい。

以下の点に留意して、規制
の特例事項の具体的な提案
内容を記載して下さい（250
字以内）。
①問題となる規制をどの様
に変えたいのかについて要
点をまとめて端的に記載し
て下さい。
②規制を撤廃する提案であ
るのか、又は数量等を緩和
する提案であるのかを明確
にして下さい。(数量等の緩
和について提案する場合
は、どの程度(どこまで)緩和
する必要があるのかを明確
にして下さい。)

仮ナンバー取り付
け要件の緩和

　現行法で規定されている
仮ナンバーについて、一定
の要件を満たしている場合
には、ビニール製のもの等
の簡易なもので代用可能と
する。

規制の根拠、又は
改正すべきである
と考える法令等の
名称及び該当条項
等を記載して下さ
い。

該当法令等の法
律、政令、省令、
告示、通達の別が
分かるようにして
下さい。

対象根拠法令等を
所管する省庁名を
記載して下さい。

提案の分野につい
て、該当するコード
を選択して下さい。

※ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾒﾆｭｰ「01
～13」の中から選択
して下さい。

提案主体名を
記載して下さ
い。

複数の主体に
よる共同提案
である場合は、
当該複数主体
を全て ” 、(読
点)” で区切
り、併記して下
さい。

個人での提
案の場合
は、「個人」と
記載して下さ
い。

提案主体の分類につ
いて、該当するコード
を選択して下さい。

※ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾒﾆｭｰから
選択して下さい。

提案主体
の所在す
る都道府
県につい
て、記載し
て下さい。
複数の都
道府県に
またがる場
合は、全て
の都道府
県名を記
載して下さ
い。

提案主体の所
在する都道府
県について、
※ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾒ
ﾆｭｰから該当
するコードを
選択して下さ
い。

複数の都道府
県にまたがる
場合は、｢50
その他｣を選
択して下さ
い。

住所地の市
区町村名を記
載して下さ
い。

住所地の市
区町村名以
降を記載して
下さい。

【提案書は公
表が前提で
す。提案書の
全てを非公開
とする提案に
ついては、検
討の対象とし
て扱うことはで
きませんので、
予めご了承下
さい。】

「公開」又は
「非公開部分
有り」の別を選
択して下さい。

※ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝﾒ
ﾆｭｰから選択し
て下さい。

「非公開部分
有り」の場合
は、非公開と
する箇所及び
その理由を具
体的に記載し
て下さい。

「公開」の場
合は、記載す
る必要はあり
ません。

事業の実施内
容、提案理由を
補強する資料(新
聞記事、研究会
報告書等)がある
場合は、添付資
料として提出して
下さい。その際、
本欄において、
添付資料の項目
を列挙して下さ
い。

また、他の措置
事項と一体的に
実施されることに
より効果を発揮
する場合等につ
いては、他の措
置を用いた事業
等との関係を記
載して下さい。

再提案としてご
提案いただく場
合には、この欄
に「※再提案」と
記載して下さい。

担当者名を
記載して下さ
い。

担当者の電
話番号を半
角数字で記
載して下さ
い。

担当者の
FAX番号を
半角数字で
記載して下さ
い。

担当者のe-
mailｱﾄﾞﾚｽを
半角英数字
で記載して下
さい。
（ﾊｲﾊﾟｰﾘﾝｸ
は設定しな
いで下さ
い。）

　提案書は公開が前提です。提案書の全てを非公開とす
ることはできません。本欄には、「公開」「非公開部分有
り」の別を記載して下さい。
※　「公開」とした場合でも、個人の提案の場合は、「提
案主体名」欄については、「個人」と公表されるのみで、
氏名は公表されません。

　単独でも、複数でも提案は可
能です。
　また、提案の提出に当たって、
地方公共団体等への照会は不
要です。

　措置の適用にあたって代替措置
を講ずる場合は、その代替措置の
内容等を記載して下さい。
※「代替措置」とは規制改革を実現する
際に、安全面等での懸念がある場合に
何らかの措置を行うことで、その懸念を
なくすことを言います。

　これまで提案が認められなかった事項につい
ては、関係省庁の懸念に対する具体的な解決方
法や、具体的な経済的・社会的効果等を明確に
することがポイントです。

複数の主体による共同提案である場合は、その
連絡担当となる方を記入して下さい。

提案内容の詳細について、当該連絡先に当事務
局から連絡・確認させて頂くことがありますので、
ご了承願います。(また、評価・調査委員会での審
議への出席について、ご連絡をさせて頂く場合が
あります。）

　１つの規制のみが障害と
なっている場合については
記載不要です。


